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第３回 第３次鎌倉漁港対策協議会会議録（概要） 

 

日時   平成２２年２月５日（金）１０時～１２時 

場所   鎌倉市役所 本庁舎 全員協議会室 

出席委員 １０名 

     松山会長、井手委員、大崎委員、奥田委員、太田委員(草柳委員代理)、清野

委員、原委員、前田委員、三橋委員、山分委員、 

＊欠席 小嶋委員、松田副会長 

幹事   ８名 

     嶋村幹事、橋本幹事、鶴見幹事、小林係長（比留間幹事代理）、米木幹事、川

名幹事、山田幹事、舘下幹事 

事務局  相澤市民経済部長、梅澤市民経済部次長（兼幹事）、磯崎産業振興課長、加藤

産業振興課農水担当係長、小泉道路整備課主事、坂本道路整備課職員 

 

〇 庶務事項 

事務局： 定刻になりましたのでただ今から、第３次鎌倉漁港対策協議会第３回会議を

始めさせていただきます。私は、市民経済部産業振興課長の磯崎です。どうぞ

よろしくお願いします。 

まず、本日の出席委員ですが、鎌倉水産物商業協同組合理事長の●●委員の

代理として、●●さんが出席されています。 

なお、鎌倉マリンスポーツ連盟理事長で当協議会副会長の●●委員及び鎌倉

市商店街連合会会長の●●委員から所用のため欠席との連絡を受けています。

欠席は２名で、協議会要綱第 7 条第 2 項の定則数に達しておりますことをご報

告いたします。 

なお、●●委員におかれましては本年２月１日付けで九州大学工学院大学院

工学研究員環境都市部門の准教授となられておりますことを報告させて頂き

ます。本日の出席名簿では旧の所属となっております。 

続いて幹事の代理出席がございますのでご報告します。景観部都市景観課長

の比留間の代理で小林が出席しております。 

なお、本年度「基本構想策定の支援業務」を委託しております財団法人「漁

港漁場漁村技術研究所」から 1 名同席をさせていただいております。よろしく

お願いいたします。 

以上でございます。 

それでは、会長、よろしくお願いいたします 

会  長：皆さんおはようございます。会議に入ります前に、審議事項について事務局 
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から説明願います。 

事務局:  まず、本日の配布資料の確認をさせていただきます。始めに会議次第でござ

います。次に出席者名簿、資料１といたしまして”自然環境調査の中間報告書”

でございます。最後に当協議会及び市民経済部長あて●●委員の意見書でござ

います。以上お揃いでございますでしょうか。 

次に会議の公開ですが、鎌倉市の審議会、協議会などは原則、公開となって

おります。第 1 回会議でご確認させていただいたとおり、当協議会についても

「第 3 次鎌倉漁港対策協議会会議等公開取扱要領」に基づきまして、傍聴者を

受け入れることといたします。本日は 3 名の傍聴希望者がいらっしゃいます。 

なお、本日の会議録は、発言者を会長、委員と記載し、発言の要旨をまとめ、

事前に委員の皆様にご確認をしていただいた後、公表させていただきます。 

以上の取り扱いにつきまして、ご了解いただきたいと存じます。以上でござ

います。 

会  長：ありがとうございました。今、事務局から庶務事項について説明がありまし 

たが、このような取り扱いでよろしいでしょうか。それでは会議を中断して、

傍聴者に入っていただきます。 

 

〇 審議事項 

会  長：それでは、会議を再開いたします。 

本日、松尾鎌倉市長にご出席いただいております。松尾市長から委員の皆様

にご挨拶を申し上げたいとの要請がございましたので、松尾市長にご挨拶をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

市  長：皆さん、おはようございます。鎌倉市長の松尾崇です。 

本日は第３次鎌倉漁港対策協議会第 3 回会議に皆さん大変お忙しい中、ご

出席をいただきまして誠にありがとうございます。私自身昨年１１月に市長

に就任させていただきまして、その間、いろいろと漁港の件に関しまして議

会の一般質問等々で、皆様方のお耳にも入っているところかと思いますけれ

ども、昨年１０月にありました市長選挙の際に、私がマニフェストに掲げさ

せていただいたことが、「鎌倉地域の漁港建設の調査費等９千５百万円を見直

します」ということでございましたが、その点で、皆様方にしっかりとご説

明をしなければならないということで、本日は私が考えていること、それか

ら今後、鎌倉市がどのようにこの漁港に対して、また漁業の振興に対して考

えていくかということを、私の考えをまずはお話しさせていただいて、それ

から皆様方からも今日はご意見等々をお伺いできればと思っていますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
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まず「見直します」ということを書かせていただいたことなのですが、た

だ今鎌倉市の財政状況というのは大変厳しい状況となっております。その限

られた財源の中で事業の優先順位という事を考えますと漁港建設については、

再構築をするべきだという考えでこれを書かせていただきました。 

しかしながら、財政が厳しいから、それだけで漁港建設を止めるのか、と

いうこともご指摘をいただいているところでございまして、決してそういう

ことだけではございません。 

   昨年１０月に台風１８号に見舞われました海岸、特に材木座海岸ですとか

坂ノ下の漁具倉庫や漁船が大きな被害を受けた様子も間近に見させていただ

きまして、何らかの対策ということは必要であると考えておりますし、また、

将来鎌倉地域の漁業を継続して振興していくためには、漁港の建設というこ

とは必要であると考えています。 

    しかしながら、先程申しあげました、今の鎌倉市の財政、それから今、鎌

倉市内では腰越漁港の建設もしているところではあるのですけれども、実際、

国や県の財政状況も大変厳しいところでございまして、見通しがはっきりと

つかない点もあります。そういう意味におきましては、この鎌倉市内に両方

の漁港建設を同時に進めていくということは、大変難しい状況であるという

ことはお伝えをしておかなければならないと思っています。 

国の方でも政権交代に伴いまして、事業仕分けなどで漁港整備に関する水

産基盤整備事業も減額の対象になっているということなどもございまして、

そうした国や県の動向もみながら今後、考えていかなければならない、そう

いう意味におきましては、従来のスケジュールで進めていくというのは難し

いだろう、というそういう見解でございます。 

では今後、どうしていくのかということになるわけですけれども、漁港が

水産業振興にとって必要だということは、先程申しあげたとおりでございま

す。そのためにも、より多くの市民の方々のご理解を得ていかなければなら

ないと考えています。 

第１次漁対協、第２次漁対協で「必要最小限の機能を有する漁港施設を建

設することが、漁業振興から不可欠である｣というご提言をいただいており

ますけれども、それから１０年が経過していく中で、市の漁業を取り巻く環

境も日々変化をしていると思います。そういう中において、しっかりと漁業

の将来予測を行って、漁港建設の計画を立てるということも必要になってく

るのではないかと思っています。 

          そういう意味におきましては、鎌倉市の近海の海で獲れた魚など、この魚

介類が、しっかりと鎌倉市民の食卓にのぼっていくという、そういう見え
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易い漁業の流れということも必要だと思いますし、そういう意味で地元の

人達からこの漁港建設、ひいては漁業の振興ということが鎌倉にとってさ

らに必要である、そういう認識を、さらに機運を高めていくということも

これから先、とても重要になってくるのではないかと考えているところで

す。 

          今後、水産業や漁港建設に関するご意見をより広く皆様からご意見を伺う

ようにということも担当には指示を出しておりまして、今後につきましては

漁港の位置や規模、またスケジュール、こういうことについて改めて見直し

を行って、皆様方にしっかりとご提示ができるように議論を重ねてまいりた

いと考えているところでございます。 

           そういう中で、第３次漁対協につきましては、２２年度、来年度も継続を

していただきたいと考えておりまして、建設につきましてはそういう意味で

はスケジュール的に多尐ペースダウンをせざるを得ない部分はございます

けれども、データの検証などをしながら、これから検討を引き続き進めてい

ただきたいと考えております。 

           具体的なスケジュールにつきましては、平成２４年度から次の市の総合計

画、後期実施計画で明らかにしていければと考えておりますので、引き続き

皆様方のご協力、ご理解を賜れれば幸いでございます。 

以上、私からの簡卖ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いします。 

会  長：はい、ありがとうございました。ただ今、市長からご挨拶いただきました 

が、これは市長の鎌倉漁港建設に関するご意見と承ってよろしいでしょうか。 

市  長：はい。 

会  長：それでは、今の市長の考え方を聞いた訳ですが、それについて今後の進め 

方について、まず事務局からご報告をお願いします。 

事務局： 事務局の説明の前に傍聴者がもう１人希望されておりますので、入室を許

可いただけますでしょうか。（承認）それでは「次第４ 今後の協議の進め

方」につきましては担当の加藤係長から説明いたします。 

事務局： おはようございます、担当の加藤でございます。 

｢次第４ 今後の協議会の進め方｣について説明をさせていただきます。平成

２２年度は先程市長あいさつにもございましたが会議といたしましては２

回の会議の開催を予定しています。平成２２年度１回目、協議会通算では第

４回となります会議を５月頃に開催したいと考えております。 

ここでは、報告事項が主となりますが、今年度実施しております鎌倉地域
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の自然環境調査の最終結果報告と、それから鎌倉地域の漁業に関してとりま

とめを行っておりますデータの報告をさせていただきたいと考えておりま

す。データにつきましては鎌倉地域の漁業の現状という事で過去１０年間程

度の基礎データの集計をしております。それから、鎌倉地域の将来像の予測

ということでこれから１０年、２０年先と、この鎌倉地域の漁業がどうなっ

ていくのかということを推計したデータを提示させていただきたいと思っ

ています。それから、前回の会議の時にも評価をしましたが鎌倉漁港建設に

向けた定性的な評価という事で漁業者案の検証ですとか、建設候補地周辺へ

の影響評価というものも取りまとめをいたします。それから、漁港整備に関

します漁業者への意向調査も行っておりますので、こういったことを先程の

将来像予測ということで、そちらの方にも反映させながら活用させていく、

そういったようなデータも提示していこうと思っております。 

その後、協議会ではないのですが、６月以降となりますが、まだ予算の

上程前の要求の段階ということでご了承いただきたいのですが、鎌倉沖の海

域における水産資源調査、これは鎌倉地域の沿岸に生息いたします魚類の調

査となりますが、こういったものを東京海洋大学との共同研究として年間３

回から４回程度今後現地の調査をさせていただいて、この鎌倉の沿岸漁業の

中の魚類がどのような状況になっているかという事を考えていきたいと思

っています。 

そしてもう一つ「かまくら地域の海」の啓発事業といたしまして、市民の 

皆様に鎌倉の海をもっと知ってもらうための事業を漁業者の方や又は海に

関わる関係団体などのご協力をいただきまして実施していきたいと考えて

います。 

そして、市として市民からの意見募集を行い、意見･要望の把握を行って 

まいりたいと考えております。第４回会議までの協議内容でございますとか

各種データなどを公表させていただき、幅広く市民の皆様からの意見や要望

を聴いてまいります。これら意見・要望から課題を整理いたしまして、今後

の検討に役立てていきたいと考えております。 

それから、平成２２年度の２回目となります、協議会通算で第５回の会議

議を、平成２３年の１月頃に開催したいと考えております。 

ここでは、先程の、鎌倉沖の海域における水産資源調査、「かまくら地域

の海」の啓発事業の結果などを報告させていただきます。そして、市民の皆

様から出された意見や要望について取りまとめたご報告をさせていただき
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まして、これらの内容につきましてご検証いただきながら、ご協議いただき

たいと考えております。平成２２年度の進め方、スケジュールについてはこ

のように考えております。以上でございます。 

会  長：ありがとうございました。先程市長からのご挨拶と事務局からの今後の進

め方についてご説明がありました。 

市長のご挨拶を簡卖にまとめさせていただきますと、市長選挙でマニフェ

ストに鎌倉地域の漁港建設の調査費等９千５百万円を見直しますと書かれ

て当選され、これの実施に向けて考えているという事だろうと思います。そ

ういう意味では鎌倉漁港の建設については、前市長どおりの進め方について

はやはりスケジュールについて見直す必要があるだろうというお考えだろ

うと、その根底にあるのはやはり財政的な問題だろうと。 

今まで支援を非常に強くしていた国、あるいはチームが、特に国の方が 

政権交代で水産政策に対して厳しい財政措置をしてきているという事で漁

港建設に対して国が強いバックアップをしてくれるかどうかわからないと

いう不安感があるのだと思います。一方では漁業振興という事を考えると、

この地域にはやはり漁港が必要であろうということは市長もお見込みであ

ると、今後しっかりとその辺を検証しながら進めていきたいという事である

と理解しております。それから、一方で漁港を造ることに対しては市民の皆

さんのコンセンサスをしっかり入れて進めていきたいという事であると理

解しておりまして、予算的には市の財政を考えると、腰越と鎌倉の両方を一

緒に進めることは要するに厳しい。市長は鎌倉に漁港は必要であるとご理解

いただいているが、今の市の財政を考えると以前作ってきたようなスケジュ

ールでは尐し難しいのでもう一度見直して欲しいということと理解しまし

たが、それでよろしいでしょうか。今それを受けて、市事務局でご発言があ

ったのですが、委員の皆様からご発言を頂きたいと思います。我々が２回に

わたっていろんな議論をしてきてある程度のスケジュールを作って、こうい

う進め方でいこうと決めた中で、市長が替わられて、こういう意見を述べら

れたことに対して、委員の皆様もいろいろな考え方もあると思いますので出

来れば各委員から３分程度という、時間は尐し短いかもしれませんが、ご発

言いただけばと思います。では、●●委員の方からどうぞ。 

委  員：その前に、今、数字をお聞きしてからでないとちょっと意見が言えない 

     ので。 

会  長：はい。では、ご質問を先に承ります。 

委  員：先程、事務局から今後の協議会の進め方について口頭でご説明をいただき
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ましたが、それは途中までは聞こえましたが、長くて書けなかったんです。

それは書面でくれるのですか。例えば来年の５月第４回、第５回については

こういう形で進めるということを言われていたと思うんです。市長のお話で

は、平成２２年度のスケジュールは見直しをすると。そして２４年度の後期

実施計画で明らかにしていくというようなお話があったのですが、それとの

整合性を見ていかないとなかなか難しいと思いますが、それを書面でいただ

けるのかというのが１点。それから、先程のお話でこれまでの１次、２次の

答申については見直しをせざるを得ないだろうという市長のご意見がござ

いましたが、その中で位置、規模、スケジュール等を見直していかなければ

ならないだろうという話をされながら２２年度も継続をして、２４年度には

明らかにしていくというお話だったのですが、１次、２次については１回棚

上げにするというご意見なのかどうか。要するに１次、２次を受けて今３次

をやっている訳で、１次、２次の継続をしないで、３次で独自に新しいもの

を出すというご意見なのか、または１次、２次を継続した上で今の３次があ

るというお考えなのかというところだけお聞きしておかないと意見が言い

にくい。 

会  長：では、ご質問に対して市長から、又は事務局からお願いします。 

事務局： 前半の部分のご質問につきましては、事務局から回答させていただ 

きます。 

本日、スケジュールを書面で出すべきであったかも知れませんが出来ませ

んでしたので、これは私どもが説明した内容について書面をもって委員の皆

様にご提示させていただくという事で進めさせていただきたいと思います。 

会  長：それでは、後半の部分は市長からお願いします。 

市  長：１次、２次で頂いている報告につきましては、しっかりとそれを基本的な

部分を受け止めて、今後検討していきたいと考えております。 

委  員：追及する訳ではございませんが、基本的な部分とはどこまでが基本的な部

分なのかちょっと分かりにくい。意向にそって我々も意見を言いたいと思っ

ているのですが、よく分からないと意見を間違えるといけないので。ちょっ

と分かりにくいので。 

市  長：すみません、あえて分かりにくくいうつもりで言ったわけではありません

が、あくまでも１次、２次の報告書を受けて引き続き今後検討して参りたい

という事です。 

委  員：ありがとうございます。 

会  長：１次、２次の、特に２次の最終報告書というのは必要最小限の機能を有す

る漁港が漁業振興にとって不可欠であるということが第１次、第２次協議会
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の最終的な結論という事ですね。 

委  員：それより大きくするのは問題ない訳ですね。 

会  長：そうですね。予算が、まあ、いろいろな条件がありますので。 

皆さんのご意見を頂く前に、市長、事務局からのご説明で何かご質問があり

ますか。よろしいでしょうか。それでは、お願いします。 

委  員：結局ですね、先程市長の言われたように２２年度からこの程度やっている

んだという感じの言われ方をされたのですけれども、調査を今年からやって

いくのか、調査がその部分部分で減らされる事もある訳ですよね。２４年度

からまた再スタートしていくのかどうか、今、会長が言われたことと重なる

かも知れませんが、その辺をお聞きしたいのと、それから加藤さんが言われ

たような海洋調査、魚の種類を調べるとか、そのようなものはずっと前から

やっているのではないかと思うのですが、相模湾、鎌倉沖の。そういうこと

や啓発事業とは一体どういうことなのか、どういう内容なのかというのをち

ょっと伺いたい。 

事務局： ２３年度が見直しの年で２４年度から２７年度までの４ヵ年の計画を作り

直すというものでございます。今の市の財政事情から申し上げると２２年度

は２１年度よりも悪いだろうと言う見込みは立てておりまして、それ以降は

非常に先行き不透明でございますが急激な回復はなかろうというのが大方の

見方だと思いますので、２２、２３年度の２ヶ年というのはそういう意味で

いうと準備をする年になるのではないかと事務局レベルでは考えているとこ

ろです。ですから、２３年度の見直しの中で２４年度以降経済情勢とか周囲

の環境を見守りながらそこで考えていくという話だろうと思います。それか

ら２２年度に予定している調査の関係ですけれども鎌倉沖の調査というより

も、県あたりでは相模湾全体の調査という部分ではデータの蓄積はあろうか

と思いますが、鎌倉の漁業というのはある意味沿岸漁業に特定化していると

ころがありますので、そういった意味での地域限定の調査というのは必ずし

も充実したものがないものと考えていますので、その分については大学との

共同研究ということで是非進めさせて頂きたいということでございます。 

それから鎌倉の海をもっと知ってもらいたいというのは、これは市も、あ

る意味では失礼な言い方になるかも知れませんが漁業者の皆様方も今まで敬

遠してきた部分ではなかろうかと思います。台風の災害の時に一時的な関心

を持ったとしても平常時に鎌倉についてどれだけ気にしているのか、あるい

はレジャーのことを含めて、一部の人の中では議論されているけれども市と

してまとまったような項目立てがなかなか出来ていないという事で、そうい

ったことをこれから協議するきっかけとなるようなイベントを作り、そこで
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問題提起とか理解を尐しでも深めていけたらなと、そういう思いでございま

す。 

会  長：調査は継続していくと、それと漁対協も継続していく、尐しスケジュール

を緩めるという理解でよろしいですかね。それで今、先程説明がありました

ように科学的な調査というものが鎌倉地域でどれ位データとして残ってい

るのかということですが、それほどないんです。ですからそこの部分をきち

んと調査をして、漁業者の方は経験を持っておられる、それをきちんと説明

できないと結果が生かせないということになります。一番問われますのは説

明責任だと思います。他にご質問はございますか。 

委  員：調査費を市側は見直すということですが、これだけの効果に対して必ず出

せる予算というものが必要になってくると思うのですが、どのようにお考え

なのでしょうか。 

市  長：私もそういう認識でおります。マニフェストに書かせて頂いたのはとりあ

えず今のこのスケジュールでやっていくということに対しての見直しをす

るということでの書き方なので、調査費を削るという事が目的で書いた訳で

はございません。前段にご説明させて頂きましたとおり国や県の動向という

こともございますので、そういうこと等を踏まえながら当然必要になってく

れば、調査費も市としては計上していくと言う事です。 

会  長：よろしいですか。 

委  員：はい。 

会  長：後は、いかがでしょうか。 

委  員：今の質問に関連しておりますが、市の税金が大分減ったということでの計

画の見直しというのはわかるのですが、一つはこの先何年、どれくらいの兆

しが見えればどうするのかというのがよく分からない。市の税収が尐ない時

は予算に計上できない。逆に税収が増えてもいつその話があるのかないのか

わからない状態です。 

我々としては、誰を信じて何をやればいいのかよく見えてこなくなって

しまうのです。私もこの第３次から入っているのですが、それまで５０年近

くこんなことをずっとやってきたと聞いた時に、５０年も何をやってたのか

なと思って。それで１次、２次の結果を踏まえて３次という事でやっと進み

始めたなと思ったら、税収の減でこうなるみたいな話を聞かされる。そこだ

けをとると、まあ仕方がないのかなとは思うのですが、では今までこの５０

年は何だったのか。あと、先程言いましたように、これから先どうなったら

どうするかということが言えるような話があるのか、役所の保証として言え

ないのかどうかよく分からないのですが、その辺はどうなのかと。何か結局、
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我々は時間を費やしに来て、年に何回か、大した時間じゃないというかも知

れないけれども無駄な時間を過ごしているような気がして仕方がないんで

す。これを５０年ずっとやっていたとするならば、やはりそれなりに造ると

いう方向性を出したならば、多尐の障害があってもやっていくというような

ものが見えないと僕達は協議会に来ていても何のために来ているのかとい

うことを感じます。自分だけなのかどうか分かりませんけれども。それと先

程もちょっと出ていた調査費というのも、９千５百万円をつけようとしてい

て、予算的なものも幾ら位になったのか判らないのですが９千５百万円とい

うのも、我々に具体的な打合せというのはなかったと思うんです。そんなに

何で予算が必要なのかと言うことがよく分からないものですから、９千５百

万円の調査費でこれから何をやるのか、それを減らすという事はどうという

ことはないのですが、やはり最終的には造るという方が、私は造ると言う目

標に向かっているものだと思っていたものですから、そういう造るというこ

ともこれから考えなくてはいけないということになるとこの先、いろいろな

先程言われたような、減額が一般的なこともあるのでしょうが、最終的にお

疲れ様でしたみたいなというか、我々も今度世代かわりますよね、まあ今ま

で５０年かからなくても５年、１０年経つと多分メンバーも変わらなければ

いけないでしょうし。変わることが必然という、必要になってくると思うの

です。そういった意味で言うと何か納得できない。漠然とし過ぎていますが。

もうちょっと目標を見せて欲しいというか、見たいというか。それが５年、

１０年先なのかどうかは分かりませんが、気持ちとしてはやはり造るという

目標を提示していただけるとやる気が出るのですが。ちょっと漠然とした言

い方なんですが。 

市  長：例えばここ数年ですと大船駅東口の再開発事業、これも３０年来の課題と

してずっと市として取り組んできているところで、一部出来ましたけれども、

１９年の時ですかね、議会を通らなかったということがありました。これも

市としては取り組んでいくという、やっていくんだという課題であるにも関

わらず、やはり議会若しくは市民の合意を得られない中では進んでいかない

ということになりました。私自身としてはやはり進め方というのはものすご

く大切であろう、特にこういう時代なものですからそこのところは十分注意

していくべきだろうと思っています。 

では一部から反対が出たら何でもやらないのかというと、決してそうでは

なくてですね、やはりこの漁港の件に関してもこれは私見ですけれども今の

ペースで仮に強引に進めていったとしても私はどこかで頓挫をしてしまう

のではないかなと思います。行政のやり方もしっかりと反省していく面も多
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くあるとは思うのですが、しっかりと積み上げていって市民も議会も、そし

てもちろん皆様方が一番ですけれども合意を取れるようなかたちで進めて

行くという事が必要だろうと。そこを前提として、これから、いたずらに時

間をかけるということではなくてしっかりと積み上げていきたいと思って

おりますので、具体的なスケジュールということが明確に今お示しができま

せんけれども、遠回りのようでもそれが私は一番の近道になると思っており

ますので、ご理解をいただければ思っております。 

委  員：今の市長のお話で理解は出来ましたが、納得はできません。 

例えば前の９千５百万円という調査費も妥当かどうか我々は分からない訳

です。９千５百万円と事務局が言っているから９千５百万円なのであって。

今度は９千５百万円が減額と言われても我々には分からない訳です。何処ま

で、どのくらい減額されるのかというのも分からない。事務局が提案して、

事務局が下げているのだから。我々としては全く積算を一緒にやっていない

訳ですから。こんなに簡卖に増額や減額をされては、これから先の話は何を

聞いて、何をやっていけばいいのかということが分からなくなるのは１つの

事実です。だからどうかとは申しません。事実です。だから今、●●さんが

言われたように漁港を造るから集まれと言われて集まったつもりでいるの

ですが、漁港を造らない会議に参加していたことになってしまう可能性があ

るわけです。漁港を造るから集まれと出てきた人達で漁港をやめましょうと

いう話の答えがでたら我々は漁港を造らないために出てきたのかという話

になってしまうから、これは立場的に困るというのも我々実際本当の話です。

であるならば、漁港を造るということで集まって、どんな漁港がいいかとい

う議論をしたと言うなら分かるのですが、漁港を造らないという話しの議論

をしたということになると困るので、まあ延期で将来はというのであるなら

ば我々も立場的に問題はないのですが、そこら辺の所が、ちゃんとしていた

だけるということで市長に言わなければという話をされているので、２４年

度からと話しをされているので理解はしていますが、●●さんの言われてい

るのは僕は最もだなと思っていますので、事務局の方も、そこら辺はちょっ

と理解のうえで我々をご指導頂かないと困るかなと。繰り返しになりますが、

９千５百万円といったら増だと、今度の予算はいくらになるのか分からない、

最終的に世の中の経済状態が悪いからというのは９千５百万円と言う前か

ら分かっていたのですし。市長のマニフェストに９千５百万円の見直しとあ

り、これから当然見直さなくてはいけないのですが、今、●●さんが言われ

ていたようにどのくらいに見直すのかというのが分からないですね。これは

政治的なことですから何とも言えませんが、最終的にはこういう問題は政治
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判断だと思うんです。多数決でもなければ、任意でもなければ政治判断だと

思いますので、市長に宜しくご判断頂きたいと思います。もう私は覚悟をし

ておりますので。 

会  長：お答えは先程市長がおっしゃったので、よろしいですか。皆さん、ご質問、

ご意見はありますか。●●委員、何か伝えられる事はありますか。 

委  員：いや、もうないです。 

会  長：よろしければ、●●委員からどうぞ。 

委  員：あえていえば必要最小限の意味合いが、どうもここから大事になってくる

のかなというか、この次からの議論で必要最小限というのは、必要最小限を

していればいいというのか、必要最小限以上と言っているのかという議論が

ここから出て来るのかなと。この間も必要最小限のものを造るという話だか

ら、●●さんがおっしゃっていたようなヨットなどを置くところについては

問題があるという話で議論が進んでいたと思うのですが、必要最小限のもの

を造らなければという事になれば、そういうものも入れていいという話にな

りますね。そこら辺の２次での答申を再確認させていただきたいというのが

今後課題で残るかな、というだけです。あとはありません。 

会  長：次は、●●委員。 

委  員：確かに市長のおっしゃるとおり、調査というのは非常に重要な項目である

と思います。 

これまで何をどれだけやってきたということをおっしゃった委員さんも

いらっしゃったのですが、鎌倉市のこの地域の沿岸漁業というのは本当に特

殊でして、砂浜から出せる程度の船を使って、本当に力で、浅い所で、岩場

の上で、あるいは藻場の上で行う小規模な漁業が中心でした。これについて

は県でも余りきちんとした調査項目として行われてこなかったというのが

多分事実ですので、それを鎌倉市が独自に調査するというのは非常に重要で、

逆に何で今までやってなかったのかな、そういう気がします。 

それともう一つはこの第１次漁対協、第２次漁対協の意見を踏まえてとい

う事だったのですが、第３次になって、場所の特定を過去の会議で尐し急ぎ

過ぎたと私は感じています。沿岸漁業に即した沿岸地域の調査をきちんと踏

まえずに場所の特定を急いでしまうのは危険を含む可能性があると思いま

す。ですからきちんと必要な調査をして頂いた上で、第１次、第２次の時に

は場所というのもこの間出ていた A 案、B 案、C 案、それ以外にも何箇所か

あったと思うのです。その後いろいろ状況が変わりまして、和賀江嶋が国指

定史跡ということもあったり、いろいろな意味があるのですけども、もう一

度海底の調査、水産物の調査を踏まえた上で改めて場所の特定というのはゼ
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ロから考えてみんなで話し合っても宜しいんではないかと思っております。

以上です 

会  長：はい、ありがとうございました。それでは、●●委員。 

委  員：皆さんおっしゃっていた通りですけれども、もう何年もずっとやってきた

訳ですから、もう結論を出してもいいだろうということで今回の協議会が立

ち上がったというように思います。課長も今回は絶対やるんだというような

感じでお話しされた事は覚えておられますね。非常に卖純な事なのですが、

鎌倉漁港で揚がった魚を早く市民の皆さんにスムーズに早く出す、早く出せ

るようにしていかなければいけないのは第一であって、調査をすることは当

たり前の話で、漁対協も調査の結果が分かり次第に開く。年に２回と言って

いないで、どんどん結果が分かったらやって頂くようにしていくことが必要

ではないかと思います。以上です。 

会  長：はい、ありがとうございます。それでは、●●委員。 

委  員：私、ちょっとまとまらないんですが感想を述べさせて頂きます。 

この間、去年の暮れに台風の被害が相当ありました。 

勿論現場を見させていただきまして、漁業者の皆さんの被害も見まして、

一方私の関係しているマリーナ関係も相当被害を受けてます。例えば造った

ばかりの葉山新港、国体で造ったばかりの葉山新港ですら波が入り込んで、

警察のパトロールボートが沈んだ。他のボートも沈んだり、かなり大きな船

が波を被って沈んでいるんですね、港の中で。それから葉山マリーナの岸壁

が崩れて船の出入りが不自由になったりしました。 

それからシーボニヤ、あるいはその前の佐島ですか、壊滅的な打撃を受

けました。そしてですね、そんな中で腰越漁港を見たんです。何にも被害が

ないですよ。港の向きなんですね。それで坂ノ下の被害を見ながら、腰越を

見ると、何であそこは今造っているのだろうというのが、私の素直な感想で

した。あそこより先にこっちをやるべきだったと、何か間違っていないかな

と思いました。もし台風の被害を避けるだけの漁港であれば、そういうのが

一つの感想です。 

鎌倉の漁業者の皆さんの漁業のやり方と腰越の皆さんの漁業のやり方は違

うと思うんです。腰越は、遊漁船の港だと僕は見ているんです。それが何で

先に増設計画が通ったのか、実施しているのかというのが今でも分からない。

あれも何か協議会をやったらしいのですが、出られた方もおられるのでしょ

う。どういう経過だったか不思議に思ってます。それが一つの感想。 

それから 1 次、２次とあり、３次で私ここへ参加させて頂いて引っ掛かっ

ていたのは●●さんいわく場所の特定のこと、それから将来の発展性のこと
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です。最小限のちんまりとした漁港を造った所で将来は分からない訳です。

その辺のことはしっかり議論されたかどうか、私はちょっと納得できません。

それから、先程事務局がおっしゃった、鎌倉の浜で揚がった魚が市民の台所

に届いているということについてはちょっと疑問です。漁業者の皆さんはご

存知だと思いますが、青物市場はあるんです、知っています。それはいろい

ろな農業者が交替で出ているのですが、多分魚は小坪の問屋さんに行って、

そこから先どうなってるのかが分からない。たまにフェスティバルみたいな

ものでお売りになるけれど、その程度であまり市民との繋がりを持ってはい

ないような気がします。ちょっと語弊があるかも知れません。その辺は将来

の課題かなと思います。もし市民の多くの人の理解を得ようとするならばそ

れが必要ならばですね。それが今までの感想です。 

それから、私は鎌倉セーリング協会っていうところでいろんな行事をやっ

ていまして“海から鎌倉を見る会”というのを１０年近くやっています。多

くの市民の皆さんが大型のヨットで鎌倉を見る会をずっと続けています。こ

れは市の広報にも出して、募集してやっています。それで、船はどこから出

しているかというと、葉山マリーナから出さざるを得ないんですね。それで

も多くの市民の方が参加して頂いています。もし啓発活動をされるのであれ

ば、その行事はまだ続きますので事務局の方がまず一度お乗りになって頂い

て、どうやって利用できるか、増えても多分大丈夫だと思いますので、是非

考えて頂きたいと思っています。以上です。 

会  長：はい、ありがとうございました。では、●●委員は。 

委  員：すみません、ピント外れだったら申し訳ないのですが、今漁港を造るにあ

たっては１つは財政の問題、それからいわゆる海の環境という問題、大きな

問題が２つあると思うのですが、もう一つ市民のコンセンサスということを

先程話されていましたけれども、いろいろなものを造ったり、変化したりす

るには必ず反対という問題が出てくると思うのです。この辺について、この

協議会で対応するということではないと思うのですが、事務局に、この辺を

慎重にまた手を尽くしてお願いしたいと思います。以上です。 

会  長：はい、ありがとうございます。では、●●委員。 

委  員：皆さんが僕たちの気持ちを、発表してくださっているのですが、我々実際

漁業をしている者としては、やはり安全というものがまず最初にあります。

次にはこの漁業というものを将来にずっと繋げていかなければいけないと

いう思いもあります。多分繋がっていくだろうと思うのです。それは鎌倉の

海はやはり素晴らしい漁場である、これから本当に周りのことをいろいろ調

べていけば必ず出てくるはずなのです。この海を、漁業をすることによって
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また守っていくという、それが鎌倉の海を守っていくことに繋がって行くと

思うのです。これからも一生懸命漁業を頑張っていきます。又僕は漁協の販

売部長というのをやっていまして、やはり今までいけなかったのかなという

のは市民の方々に、もう尐し地元の魚を手元にいくようにしていれば、もっ

と早くに市民の皆さんから必要性をわかって頂けたのではないかと思って

います。これからどんどん我々も、皆さん、市民の方々に魚が届くように一

生懸命努力をして参りますので、どうぞ宜しくご理解お願いいたします。 

会  長：ありがとうございました。では、●●委員。 

委  員：鎌倉の漁港は漁業者だけの漁港という訳ではなく、地産地消で注目されて

いるような地物水産物を広く市民に食べてもらう核となる施設であると同

時に、あるいは災害時の救援物資等の海上輸送のための施設となるような多

機能、多目的な施設だと思います。 

一方、昨年の台風１８号では漁具倉庫の損害や流失、破損など甚大な被害

がありました。このような被害が二度とないように、鎌倉漁港が必要である

という事を皆さんにお願いしたいと思います。 

会  長：ありがとうございました。では、●●委員。 

委  員：昨今ですね、特に財政的な問題からいろいろな事業が見直されることとな

りました。その際に、今日は市長さんがご臨席いただいて、直接お話いただ

いて非常に有り難く思います。そういう場合に、やはり委員さんからずっと

出てきたように今までの経緯や、又この結果をそれぞれの組織に持ち帰られ

て今後の対策ということがあると思います。このような休止、あるいは延期

という場合にはやはり従来の淡々と支えていくだけの行政ではなかなか難

しく、出来ましたら市役所の中に水産振興のプロジェクトチームといいます

か、そういうものを小さくても結構ですので何らかの手厚い組織を作って頂

いて、当面はある意味で苦情が出たり、戸惑いも出たりすると思いますので

それをどのように次の段階に持っていくかという組織作りをお願いできた

らと思います。その際に今までやって参りました検討とか、調査のデータと

いうのは将来を考えるために非常に重要な資料になります。ですからそうい

った時代の変わり目や、財政の悪化の時の行政のやり方の基礎資料として、

今までの調査を活用して頂くとともに、確かにいろいろご指摘があったよう

に従来型の漁港の調査だけでは今後対応できない事もございますので、出来

ましたらもう尐し地域の方の参加を頂くような調査といいますか、寄せられ

た報告書を出してもらうというだけではなく、住民の方が一緒に考えてデー

タを出していくような、そんなチームのあり方はあるのではないかなと思い

ます。そういった中でも今日は水産担当の部局だけではなくて沿岸の関係す
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る行政の部局も出てきて頂いておりますが、この辺はやはり水産だけで抱え

込むのではなくて、いろいろな沿岸地域の振興を含めた総合計画にシフトし

ていかないと恐らく対応できないと思います。一方で沿岸の総合計画に関し

ましては会長もご尽力された海洋基本法とか海洋基本計画の中で自治体が

率先して地域の計画作りを行うというようなそういった海洋政策の変化も

ありますので、ぜひ水産基盤整備というところでは難しいかもしれませんが、

総合的な自治体中心の沿岸政策として再構築して頂くことは充分に可能か

と思います。その場合、従来型の漁港の設計もあると思いますし、それだけ

ではなくて様々な地域の土地利用とか交通計画も含めた性能とか機能を満

たす、最終的には漁業者の方が水産業に活用して頂きやすいような、もっと

広い計画の仕方というのもよいのではないかと思いますので、そこは是非今

まで以上に強力なチームを作って頂けたらと思います。その際、先程委員さ

んからもありました年２回ということだけではなく、もう尐し何か課題が発

生した時に有志の委員さんだけでも結構ですので一緒に市役所の方や漁業

者の方と考えるような、そういう協議会にして行くことが出来れば、漁業者

の方ももう尐し希望が持てると思います。 

それで、一方で科学的データに関しては会長のご指導のもと、今までは小

規模漁業に関しては十分な公的調査っていうものが県や国でも行われてお

りませんでしたので、今後はやはり、これから行うような市が独自に自分の

周りの沿岸環境と漁業の状況を把握する、新しい時代の調査の方向にこの際

変わるチャンスだと思います。それは、小規模漁業というのは実は漁業とし

ての経済行為だけではなくて、文化的な意味ということで近年見直されてお

りまして、経済だけで計ると小規模漁業はその立場が難しいんですが、鎌倉

においては様々な歴史的な役割を持っていて、漁業とか運輸業というのは古

代からずっと行われてきたものだと思いますので、そういう点では今はなか

なか皆さんの気持ちが収まらない部分があると思いますが、新たな沿岸都市

としての鎌倉の再構築のきっかけに、この見直しをしていただけたらと思い

ます。そういう訳で、どうしてもこういうことは最近多いんですが、やり方

は多分今もおっしゃられたような形で何とか乗り切って、漁業の事を通じて

鎌倉市をよく知って頂く、そのモチベーションも上がってくると思いますの

でうまく進めていただけたらと思います。 

私もちょっと職場は遠くなりますが、こちらのほうにも帰ってまいりま

すので、何らかの形でお手伝いを続けられたらと思ってます。以上です。 

会  長：色々な意見をいただきました。本当に、委員の皆様全員から第 1 回、第２

回の協議から長い時間かかって結論を出してきた訳ですが、第２回の会議で、
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第２次の方針を踏まえて先程から言われている必要最小限の機能をもった

漁港建設ということで進めていくという事を決めました。今回市長が替わら

れましたが、漁対協を続けていきたいという考えで市は、あるいは委員の意

向がありますけれども、この先が見えるかなと。それから先程、我々が第２

回会議で出した結論について、このまま行けるのかという不安があること、

やはりしっかりと漁港は造るんだという意識は確認しておきたいという事

だろうと私は思ってお聞きしました。 

それから、●●委員からは第 1 次、第２次の協議会を踏まえて、候補地を

１つに絞ってという話しだったんですが、もう一回原点に帰る。環境や、あ

るいは景観、そういうものを踏まえて、漁港の場所を原点に帰って考えてみ

たらどうかというお話だったと思います。 

それから、●●委員は協議会の内容に責任がおありで何年間にもわたり港

造りについてこれだけ議論してきたことについて、やはりしっかりと結論を

出す。また、地産地消といいますか、いろいろと獲れたものをしっかりと地

元で活用するような模索をしていく仕組みを考えていこう。そのためには港

が必要であるということだったと思います。 

●●委員の方からは昨年の１０月の台風で非常に大きな被害が出て、それ

は漁港関係だけでなくてマリーナ等にも出ていると。波をうまく避けられた

腰越の方は被害が出ていないということを考えると港の必要性というのは

強く残るという風に感じます。又場所の特定については大きさの面でも考え

ていったらどうかなというお話だったと思います。 

それから、●●委員からは地元の代表者としてやはりものを造る、設備

を造る、そのことに対しての市民のコンセンサスは非常に大事で、そこの

議論をしっかり考えていただきたいということでした。 

●●委員は現場の声として安全というのは今抱える共通のキーワードで

あろうと、それはいろいろな意味で安全を考えた時に、漁港を是非お願い

したい。もう一つは漁業の継続、鎌倉にとって漁業が必要であるという認

識は協議会の皆様の共通の認識ですが、改めてその漁業を続けるというこ

とを言われて、その漁業を続けることがやはり鎌倉の海を守ることに繋が

っていくと思っておられると感じます。 

それから、●●委員は、やはり港は卖なる漁港ではなく、機能を沢山持

ったいろいろな形で活用できる港にしようという事でした。 

それから、●●委員からはやはり事業を見直していく際には、その経緯

をしっかりと伝えていく必要があるし、この際、市の方に水産振興、漁業

振興というものに対してのプロジェクトチームを作っていただいて、結果
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を検討しその結果をうまく活用するような方向を示して欲しい。財政的に

非常に厳しい折に新たなチームを使って、新たな考え方をもっともっと展

開し、国の政策等を踏まえた考え方をいろいろ出していいのではないかと。 

私も同感ですね、いや前例主義というのか、どうしても公務員である私

の悩みもそうですが、どうしても前例主義ですと、前がこうだからこうし

ていくというものにとらわれがちなんです。それでは前に何も進まないと

いう危機感が非常に強い。私も強く訴えているのですが、どうしても新し

いものを作っていく意識に欠ける気がします。それで●●委員のお話に同

感です。それから科学的な調査をきちんとして、皆さんが納得行くような

形でしがらみのない施設造りを考えていかなければならない。鎌倉特有の

町として、文化的な、景観等を踏まえて漁業を考えていく話がございまし

た。 

そのように皆様はおっしゃいましたが、何か私がまとめたものに何か反

対意見がありますか。よろしいでしょうか。 

私も話しをさせていただきますが、先程、港の話を委員がされましたが

やっぱり港、新港って言うのはですね、漁港対策協議会と言うと表現が非常

に硬いんですね。協議会の印象を見てみると漁港対策協議会、これは何を漁

港対策するのだろうと言う事になるのですが、やはり鎌倉のみなとづくりの

ような柔らかい言葉が、あるいはもっとあるかも知れませんが。漁港は確か

に中心なんですが、それにプラスアルファがあってもいいのかなと。それは、

先程●●委員が言われた地元ともうまく密着した形で、プラスアルファに市

民が参加出来る様な機能を持たしていくということであれば、漁港というと、

第２次でものすごく問題になったんですが、とにかく網を揚げておく、干し

ておく、掃除しているときの臭いとか、見た目ですとかいろいろな事があっ

て、こういうものではやはりどうしても市民は受け付けないだろうと、非常

に整備した形あるいは市民が積極的に参加できるような、ですから先程●●

委員が言われたように地産地消ですね、地元で獲れたものは地元で活用する

ような仕組みの場所をつくっていく。そういうことを含めた鎌倉の港として

ですね、そこで使っている人、そこに参加した人、来られた人まで誇りに思

えるような港にしていく。知恵を使ったんですよ、あのみなとづくりではと

なったらいいなと思います、それがやっぱり第一です。財源が厳しい時にこ

そ、そういう知恵をいかに使うか、前例主義を廃止してですね、もっと新し

いものを、せっかく新しい市長が誕生した訳ですし、会議の中ですから知恵

をもっと使って、活用されたら如何でしょうか、そう思います。 

それからやはり自然環境というのは非常に恐ろしい、災害を考えると恐
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ろしい。またそれはしっかりと環境という意味で守っていかなくてはいけな

い。環境というものをしっかりと頭に入れて、そのためには先程から申し上

げているとおり科学的な調査というものを使って、これなら安全であるとい

うものを造っていく。それから、もちろん景観は非常に大事ですから、景観

をしっかりと意識したみなとづくりをしていかなくてはいけないと思いま

した。 

それから、最後に私の方で、先程事務局からお話がありましたが最初に

９千５百万円の話がありましたが、私はそんな額が必要なのかと驚いた次第

で、何とかご協力できないかと考えました。私の関係者の中にも鎌倉出身の

人もおりますし、そういう人に話しをして、もう手弁当でいいから行って下

さいと言って何とか科学的な調査をしてデータを蓄積する。でもそうすると、

考えたのが調査会社に対して我々が民業圧迫になるのではないかと。仕事を

取ってしまうような形になる。迷惑を掛けるのではないかと思った訳です。

これが、こういう時代になって、財政的に厳しくなってという話しであれば、

大学も協力しましょうという形でお話ししました。魚類の時もありますが、

環境調査であれば機材なら大学にありますから、それを持ってきて調査をす

る。組合の方が船を出していただければそういう調査に協力しますよという

お話をしているところです。調査の事で出しゃばってしまいましたけれども、

そういうことで何かご協力できる事についてお話した次第です。では事務局

の方から皆さんの意見を受けて、何かございましたら是非お願いしたいと思

います。いかがでしょうか。 

市  長：いろいろと有り難うございました。貴重なご意見沢山伺いまして。 

やはり、今までに無いやり方、それは具体的にどうしていくかということ

も含めて皆さんともっと、しっかりと膝を突き合わせて議論を重ねていき

たいと思いますし、その意味におきましても、漁港の必要性ということは

私も充分認識をしたうえで今後も引き続き取り組んで参りたいと思いま

すのでご協力を頂ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

会  長：それでは、今後の協議会の進め方などについては以上です。 

それから、資料については先程●●委員からありましたようにこの審議会

については文書でよいかというお話です。 

市長、もう一つ議題がございまして、自然環境調査、秋の調査ですがそ

れの中間報告について、資料がございますのでそれについて事務局から報

告をお願いします。 

事務局： 実は自然環境調査の前回の、今後行なっていく基礎調査、先程９千５百

万円というお話しがございましたけれども、そのスタート、最初の基礎調
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査というような位置付けで行ったものです。 

これにつきましては１１月それから先日１月の終わりに冬の調査の方

を行い、本年度考えていた現地調査は終わっております。その１１月の初

めに行った調査の中間報告と言うことで調査会社から報告書が上がって

参りまして説明を受けておりますので、委員の皆様に中間報告について説

明をさせて頂きたいと思います。 

それでは配布しております資料１をご覧下さい。 

この調査につきましては、鎌倉地域の漁港建設に係る基本構想策定の基

礎資料とする事で始めさせて頂きました。坂ノ下地区の建設候補予定地周

辺の水質、底質それから生態系、これらについての調査という事で、今回

の報告につきましては、昨年１１月の３日、４日の両日に実施を致しまし

た秋季の分についての報告という事になっております。それでは資料に沿

ってご説明をいたします。 

資料１の中央に調査位置の図がございます。ちょうど図の上下にありま

す測点Ａ、それから測点Ｂにつきましては水質調査それから底質、底質と

いうのは海水の底の状態がどうなっているかという調査でございます。ま

た、測線１、それから測線２、それから測線３につきましては、生態系調

査という事で実施をいたしております。 

まず、水質調査についてですが、資料１の右の５というところに「結果 

水質調査」というものがございますが、そちらをご覧ください。測点のＡ、

それから測点のＢともに環境基準というものがごさいまして、これにはＡ

類型と書いてありますが、地域によって分類をされるということで、この

地域はＡ類型という事で、端的に言いますとその環境基準については満た

されていたと。それから、最初に水深というものがごさいますが調査日は

非常に海の透明度が良かったということもありまして、測点Ａ、沖の方で

ございますが水深１６．４メートルある海底で、その下までが確認するこ

とができたという事でした。 

それから、岸側の測点Ｂにつきましては水深６．１メートルという事で

かなり浅いのですが、これにつきましては５．８メートルの透明度があっ

たと。こちらは水深が浅いのですがそれにもかかわらず測点Ｂの方の透明

度が低いと言うのは、海岸線に近いという事で砂の影響があったのではな

いかとの報告を受けています。以下、ｐＨ【水素イオン指数】、それから

ＤＯ【溶存酸素】、それからＣＯＤＭｎ【化学的酸素要求量】、それからｎ

－へキサン抽出物質、大腸菌群数ともに、これも基準は達成されていたと

いう結果になっております。 
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それから、その下の底質調査という事ですが、この下に「底質調査」と

いうものがございますが、こちらをご覧ください。数値的結果については

表のとおりなのですが、測点Ａ、Ｂともに細砂、細かい砂という事で、水

産用水基準が設けられているＣＯＤ、硫化物というものにつきましては基

準を満たしていたという事でございます。 

１枚めくって頂きまして、２ページの方をご覧ください。こちらは生態

系調査ということで、この調査は３測線で各直線ごと岸から１５０メート

ルにつきまして、幅が２メートル、それから１０メートルピッチで１５０

メートルございますので、各１５コマということで分割をいたしまして、

そこの海藻、動物の生育、生息状況をダイバーの目視で調査をしておりま

す。測線の位置といたしまして、1 ページの調査位置のとおりなんですが、

測線１が稲村ガ崎付近、それから測線２が概ね前回も表記しております漁

港建設候補予定地付近、それから測線３というのがちょっと外れますけど

も坂ノ下の海岸付近と、この３測線で行っております。 

調査結果の要点につきましてご説明いたしますと、測線１、それから測

線２は、岩盤上の一部に砂が一部堆積したような底質となっておりまして、

その岩盤の上には、大型褐藻類と言われますアラメとか、ホンダワラ類の

アカモク、それからオオバモクと、大型の海藻類が多数見られたと。それ

から測線１というのが底質がほとんど岩盤、それからここでは海藻が３５

種類という風な種類を確認しております。また、海流が強いという事があ

りまして大型海藻は測線２に比べて測線１の方が尐なくなっていたとい

うような事も報告されております。 

測線２の方は一部に砂地が混ざっておりまして、大型海藻はよく繁茂し

ていたと。調査した３地点の中ではもっとも海藻が密集して生息している

という場所なのですが、２５種類の海藻を確認しております。測線１、稲

村ケ崎寄りに比べまして種類が尐ないというのは、砂地面積の差、砂のか

ぶっている部分の面積の差ではないかというような分析結果でした。 

それから測線３、坂ノ下の方につきましてはすべて砂地ということで、

海藻類については一切確認をされておりません。 

それから、動物系につきましてはサザエとかムラサキウニ、その他にも

ヤドカリとかヒトデというようなものを確認することができました。以上、

簡卖なんですけれども中間報告ということで頂いておりまして、この調査

をした会社によりますと、本海域というのは波浪の影響とか砂の影響に適

応した海藻類というものが多数生息する非常に多様性の高い海域ではな

いかという評価が１回目の中間報告の結果で出ております。 
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先程申し上げましたけれども、冬季分の調査ということで去る１月３０

日、それから３１日に実施をされておりますので、その報告につきまして

はこれからまとめる事になりますが、それは先程申し上げましたが次回第

４回目になる協議会において最終報告としてご報告させていただく予定

です。説明は以上でございます。 

会  長：はい、ありがとうございました。ご意見、ご質問は。 

委  員：この協議会でも話題になった砂のことなんですが、砂に関しては何か

調べられたのでしょうか。今見ていても、坂ノ下の砂が随分補充されて

ますね、台風の後、毎年のように。あれはどこへ行ってるんでしょうか。

その辺は分からないんでしょうか、この調査で。それでそれを止める方

法はないのでしょうか。永遠にあれを繰り返すのはどうも腹立たしいん

です。 

事務局： 先程、実は基礎調査の方で順番にやっていく予定だったのですが、流

砂や海浜変形という現象はどうして起こるのかということについて実は

この後調査を実施する予定ではありましたが、その辺りは今のところ工

学的といいますか科学的な分析というものは出来てなく、聴き取り調査

等を実施していくというようなことになってしまいます。ここ１、２年

の間でそういった事を現地で潜ったり又実際の何らかの工学的な調査を

するというのはこの１、２年の間には今の所やる事は出来ないというよ

うな状況になっています。 

委  員：多分予算の関係だと思うんですけど、先生、一般的にこういう地形だ

ったらこういう海流の時はこうなるはずだとか、一般的なことが分かっ

ていて、どの場合に鎌倉の海が当てはまるようなことがあれば、いちい

ち調べなくても大体こことここをチェックすればそれに当っていると分

かるようなことはないのですか。 

会  長：おそらく●●委員のほうがいろいろなデータをお持ちと思うので、ど

うですか。 

委  員：今、ご指摘がありましたように因数的ですとかパターンとしてのポケ

ットビーチに構造物を作った時どうなるかという一般的なことは、係数

的にも空中写真とか現地写真を合わせればあるところまでは出来ますの

で、もっと設計して何か作るという事になると確かに加藤さんがおっし

ゃったようにいろいろな調査が必要なんですけれども、基本的なパター

ンはあります。もしも調査の設計を見直すとしましたら定性的に過去の

空撮と現地踏査でパターンまでは分かりますので、最初の健康診断みた

いなこういうタイプの砂浜でこのようになっていますということは可能
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だと思います。先程会長もおっしゃったんですが今再構築の段階で重要

な時期ですので、もしそういう定性的なものだけでも必要という事でし

たらお手伝いしたいと思います。実は個人的な事になりますが、何故私

が土木学科の河川や海岸の工学に手を付けた人間が発言するかといいま

すと、世の中的にそのような風潮になってきて、どんどん造る、あるい

はどんどん調査するという時代は多分日本全体で終わってしまって、皆

さんの知恵と過去の情報があって皆さんでどうするかという時代に入っ

ているんですね。ですから多分鎌倉はその先端を行くと思いますし、そ

れが皆さんの強みであると、出来ると思います。 

委  員：是非、その方向で進めて頂くといいのではないでしょうか。 

事務局： はい、●●委員に言って頂きまして、私どものほうでも空撮であります

とか過去からのかなり以前からの資料は持っています。そういったもの

を今取りまとめているところでありますので、確かに定性的な評価とい

うことでそれはある程度特定出来ていけると思いますが、あとは専門家

の方の知見を頂いて正式な評価をさせて頂きたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

委  員：鎌倉市さんでも既に空中写真なども集められて、材料はお持ちです。で

すから、今加藤さんがおっしゃった様な事は十分来年度についても可能だ

と思います。それから漁業者の証言ですとか、そういった方々の話という

のも非常に重要で、皆さんの力を合わせて砂の動きとか波の動きについて

つかめるかと。 

事務局： 今、先生のお話の通り身近に海に接せられている漁業者なりレジャー関

係者の聞き取りというのは可能かと思いますのでこの辺につきましては

これから努めてまいりたいと思います。 

会  長：西湘バイパスでありましたよね、結局太平洋側は台風なんですね。台風

の時に大量に削られている、普通の雨の時はそんなに砂の移動というのは

ないのですね。いろんな海岸に小道具を積んだりするとやはりいろんな形

で波が崩れたり、その波が崩れたときに運ぶ砂が沖にいってしまったり、

海岸に沿って他の方へ行ってしまったりというようなことはあります。二

宮ですか、西湘バイパスの時には砂浜が２m から５m がなくなっている

ような状況ですね。沖に出たものは一部は戻って来るという事もあるので

すが、恒常的に砂を入れるというのはどうしても限界があります。砂の状

況がダムを造ったことによって、ダムに一杯溜まっている。その溜まった

砂を持って来ている、養浜といってやっている。出来るだけそういうもの

を不要にして、砂の移動がないような形の港造りを考えていかなければな
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らない。1 回造ってしまって今度砂が大きく移動するようなことがあった

ら逆の効果で、皆さんに大変迷惑を掛けることになる訳で、非常に神経を

使う。定性的という言葉を使われましたが●●委員は、やはり定性的とは

どういう評価をするのかというのは大変難しいですが、そこを再認識しな

ければいけない、しっかりそこを押さえていく。そこの部分については専

門で相模湾の気候と言いますか、海浜とか研究されている、そのような方

にいろいろ相談をしていくというのは必要です。はい、どうぞ。 

委  員：ちょっと本題から外れますけれども砂の話がでたところで、もう一つ材

木座から由比ガ浜あたりの、大きな砂の移動の要因として、台風ももちろ

んそうなんですが、飛砂というものがあります。特にこの冬は往々にして

この地域によりますけど、北西、あるいは单西からの風がかなり強くて、

それによって大半の砂がバス通りの方までかなり運ばれて出て行ってし

まうんですね。雨が降れば、それが雨水管からまた海岸に戻るということ

もありますけれども、極端に雨も尐なくなっておりますので、ぜひ砂の調

査を行う時は、飛砂と、国道あるいは側道に出てしまった砂を又坂ノ下、

材木座の両脇の砂がなくなって石が沢山出ているような所へ積極的に戻

すというサンドバイパスというものを行って頂きたいと思います。 

会  長：はい、どうそ 

事務局： ただ今のお話、腰越海岸も同じような状況にありまして、こち    ら

は漁港区域でありますので鎌倉市の負担で先日ちょうど終了したところ

ということで、そういう課題があるということは承知しておりますのでこ

れは県のシーサポートの方の話しになりますけれども、そういった話があ

ることを伝えるのも市の役割と思いますのでこれについては県のほうに

伝えておきたいと思います。 

委  員：市が県に言っていただけるんでしたら、川の中に入っちゃった砂を何と

かして頂きたいと。導流堤があるために砂を溜めておく一方になってしま

っているんですね。あの、何らかの方法があるだろうと思うので。 

会  長：他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

委  員：今日はなにしろ調査ということだったと思いますので、長い時間考えて

いました。この調査結果とご説明いただいた中にもいろんな図面とか写真

があります。今までは漁港建設の時の調査の国や県の大体こういうパター

ンがあったんですね。それはそうかなと思うんだけれども、一般の委員の

方にはこれは何だかなあと思うことも場合によってはあったと思います。

ですから、やはりこういった、今までのいろいろやって頂いた調査の写真

等、いろいろな資料も使いながら、鎌倉の海はこんなに海藻が生えている
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んだなあとか、そういう生物を漁港の調査を通じて学べるような言葉の整

理の仕方をしてみたらいかがでしょうか。それと、これだけいろいろな海

中の資料があれば、海の教育や市からのご報告にもありましたけれども生

物多様性という事で、今年は愛知県で生物多様性条約の国際会議がありま

すが、その中で海の生物体の動静や、小規模漁業や伝統などの材料はまだ

余り出て来ていないんです。里山の話などは多いのですが海の話は尐ない

ので、鎌倉市の方、市民の方も含めて、結構いろいろな新しい概念や国際

会議にご意見をお持ちの方もおられると思いますし、材料もありますので、

そのような文脈で鎌倉の海について情報発信と、いろいろな海洋政策や生

物多様性を政策の中で位置付け直したらいかがかなと思います。やはり、

こういう報告書のスタイルなどを、来年度に整理するだけでも意味がある

と思いますし、それが海を知って頂くことの具体的な作業になると思いま

す。 

会  長：ありがとうございました。どうしても報告書というと報告書を作ったら

そのままにしておく場合が多い訳で、そのデータを先程からよく言われて

いるようにいかに活用するかという、他の分野などでおっしゃったように

どのように活用していくかを踏まえることが大切だと思いますので是非

そういうことを検討して頂ければと思います。よろしいでしょうか。あり

がとうございました。 

それでは次第５を終わりまして、６のその他でございますが、事務局、

何かありますか。 

事務局： 今日の通算第３回の会議で今年度の協議会の方の会議は終了とさせてい

ただきます。先程、２２年度につきましては２回の開催を予定していると

伝えましたけれども、それ以外に情報を提供する事は逐次可能だと思いま

す。また、２２年度は特に市民の方への説明について事務局の役割が大き

いと思いますので、その辺の経過報告なり、色々な調査の中間報告でも構

わないと思いますのでそれ以外の機会を通じて情報を提供していきたい

と思います。それから、先程●●委員から調査結果を有効に使ったほうが

いいというご助言ですけれども、出来るだけ報告自体も分かり易い内容に

して頂いてこれから我々が行わなければならない市民への説明に十分使

えるような形で公表ができるようにしていきたいと思っております。次回

の、通算第４回会議につきましては２２年５月頃を予定しております。日

程等につきましては今後、委員の皆様と調整をさせていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。以上でございます。 

会  長：先程、ちょっと説明が漏れましたが、資料１について●●委員からの提
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唱につきましては、先程言っていましたとおりの理解でよろしいでしょうか。 

委  員：はい、意見書の内容についてはもうちょっと具体的に踏み込んで、掘り

込み式の漁港はどうかという提案にまでいっております。添付しましたＡ

３のこの写真なんですが、これは私が撮ったカラーコピーの写真だったの

ですが、是非これをカラーで見せて頂きたかったんです。青い海と緑の葉

山方面の山々をバックに白い波が非常に美しい。サーフィン雑誌の見開き

に値する、そういう本当に美しい光景を鎌倉は有しているんだということ

を是非皆様に提示したかったのですが、モノクロで残念です。以上です。 

会  長：ご報告すみません。はいどうぞ。 

委  員：先程の委員さんの話しの中で思ったんですが、●●さんの資料を見ると

８月２６日のものですね。半年後のものを今頃市から配布するのは、資料

を出した●●さんに失礼ではないかと思うんですが。 

委  員：再三言ったんですが議事録調整がされるのでしたら、それと一緒に配っ

てくださいというようにお願いしたのですが、実際には議事録もまだ出て

来ていません。 

委  員：やはりそこを考えないと、折角の意見が何にもならなくなってしまう。 

会  長：そうですね。事務局さんも、出来るだけ迅速な対応をお願いします。そ

れから公開という事ですので出来るだけ情報公開上透明となっていると

いうことを委員さんに言って頂きたい。よろしいですか。何かご発言は。 

委  員：漁港についていろいろ意見が出たので尐しだけお話しますと、今は社会

の変わり目ですので今まで出来ないということになっていたもの、でも事

実上はやっていたものが段々表に出てきました。掘り込み漁港というのも

陸地を水没させるので普通は出来ないのですが、砂の動きの激しいところ

は別で、実際に愛知県の赤羽根漁港、ここは漁村の近くに機能を置いてお

かないと逆に盗難等の被害があるので本当に畑をへこませて造ったとい

う実例があります。ただそれは、今までやっぱり基本的にこうしなければ

いけないというところでやってきたのだと思いますが、地方分権になりそ

の地域の自然や社会の特性に合わせて、本当に創意工夫でやる時代になっ

てきました。ですから今まで、実質的にかなり検討してきたものが情報提

供だと思いますので、水没させるのがもったいないという人もいるかも知

れませんが船が安全に入れられて、且つその漁港がいろいろ活用できるよ

うな水面にする。実際各地の情報を集めると、いろいろな事例があります

ので是非漁業者の皆様やヨットの皆様、街づくりの皆様も余り気を落とさ

ず、むしろこれから創造性を鎌倉から発進して新しい沿岸計画を作ってい

ただけたらと思います。今までのように降りてきたものしか進めず、お金



 27 

も制度も受け止めてというのではなく、私達が作っていくという時代に入

りますので、是非今日を機会に早くいろいろなご提案をいただけたらいい

と思います。以上です。 

会  長：はい、ありがとうございます。財政的な部分もあります。厳しい面もあ

るかと思いますが、検討してみることも必要だと思います、他にいかがで

しょう。 

委  員：今の資料で鎌倉漁港建設予定地の意見書というものを今日初めて見たの

で分からなかったのですが、前回の委員さんのⅠ案、Ⅱ案、Ⅲ案といって

頂きまして、用意された案のうち２案だったと思うのですが。それがどう

していいのかといいますと、写真で見るように波が高過ぎるんですね。そ

れでⅡ案にしたという経緯があるということです。 

会  長：いろいろな意見が出てくるかと思いますが、尐し時間をかけてというこ

と、プラスその辺ももう尐し議論があっていいのかと思います。 

委  員：折角組合長さん、Ⅱ案とおっしゃったので、もし時間をずっと早めても

う完成していたとすると、あの台風の影響はどうだったのでしょうか、ご

要望のところで台風の影響はどうですか。 

委  員：あの時の台風は１３４号まで波が登ってしまったような台風ですから、

結構波が入るのではないかなと感じました。 

委  員：もし完成していたとしても、被害は避けられなかったのではないかとい

う思いもありました。正直いいまして、あの場所では。 

会  長：どのような方向から来たら、被害は避けられないでしょうか。 

委  員：港の方向によります。江ノ島のヨットハーバーなどは全く何でもなかっ

たです、尐し水が上がっただけで。それから腰越も全く何事もないようで

す、外から見た限りは。何か弊害があったんでしょうか、外からはそのよ

うには見えませんでした。余りにも他が激しかったので。これは向きだな

と思いました。 

会  長：よろしいですか。それでは皆さん、色々意見があると思いますが次回に

また持ち越したいと思います。それでは本日の会議をこれで終了いたしま

す。どうもありがとうございました。 

 


